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〇開  議 

   午後２時３０分開議 

◇議長（新井賢次君） 着席願います。ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 陳情の審査報告 

◇議長（新井賢次君） 日程第１、陳情の審査報告を議題といたします。 

 初めに、陳情受理番号３、教職員定数の改善を求める意見書採択の陳情書を議題といたします。 

 この陳情につきましては、民生文教常任委員会に付託となっておりますので、民生文教常任委員長

の審査報告を求めます。 

 松本幸喜民生文教常任委員長。 

              〔民生文教常任委員長 松本幸喜君登壇〕 

◇民生文教常任委員長（松本幸喜君） 陳情審査報告を申し上げます。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第９５条の規定に

より報告いたします。 

 受理番号３番、受理年月日、令和７年１１月１４日。教職員定数の改善を求める意見書採択の陳情

書。 

 陳情者又は代表者の住所・氏名は、前橋市大手町３―１―１０、教育会館内、群馬県教職員組合県

央支部、支部長、石井崇。審査結果は、趣旨採択とすべきもの。 

 陳情の趣旨でございます。２０２１年の法改正によって、小学校の学級編制標準は段階的に３５人

に引き下げられ、計画どおりに進捗すれば２０２５年度に完了となる。今後は、小学校にとどまるこ

となく、中学校、高等学校での早期実施ときめ細かい教育活動を進めるため、さらなる学級編制標準

の引下げ、少人数学級の実現が必要であるといった趣旨になります。 

 審査経過でございます。委員の主な意見。浅見委員からは、学校の問題は県の教育委員会が扱うと

ころであり、町議会としてはどうにもできないということで、趣旨採択。 

井上委員からは、他自治体の話を聞いても、教職員の不足について話を聞くことがあるので、内容

については理解できるということで、趣旨採択。 

川端委員、内容としては至極当然のことと思う。ただ、ここで議論することではないと思うので、

趣旨採択。 

笛木委員、玉村町は、加配教員を手厚く配備しているという話を聞いた。その点についても、町は

力を入れていると感じるということで、趣旨採択。 

髙橋委員、国へ意見書をということで、玉村町議会としてこれを出すということであれば不採択、
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ということになります。 

 表決の結果、「趣旨採択とすべきもの」４名、「不採択とすべきもの」１名で、本陳情は「趣旨採

択とすべきもの」となりました。 

 以上です。 

◇議長（新井賢次君） 民生文教常任委員長の審査報告を終了いたします。 

 これより、民生文教常任委員長の審査報告に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 以上で、民生文教常任委員長の審査報告に対する質疑を終了いたします。 

 民生文教常任委員長の審査報告は、趣旨採択とするものです。 

 これより、本陳情に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 これより、本陳情に対する表決を行います。 

 民生文教常任委員長の審査報告は、趣旨採択とするものです。委員長の報告のとおり趣旨採択とす

ることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長の報告のとおり、趣旨採択とすることに決しました。 

 次に、陳情受理番号４、義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書採択の陳情書を議題といた

します。 

 この陳情につきましては、民生文教常任委員会に付託となっておりますので、民生文教常任委員長

の審査報告を求めます。 

 松本幸喜民生文教常任委員長。 

              〔民生文教常任委員長 松本幸喜君登壇〕 

◇民生文教常任委員長（松本幸喜君） 陳情審査報告を申し上げます。 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第９５条の規定に

より報告いたします。 

 受理番号４番、受理年月日、令和７年１１月１４日。 
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 義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書採択の陳情書。 

 陳情者又は代表者の住所・氏名は、前橋市大手町３―１―１０、教育会館内、群馬県教職員組合県

央支部、支部長、石井崇。審査結果は、趣旨採択とすべきもの。 

 陳情の趣旨でございます。義務教育費国庫負担制度については、２００６年に国庫負担率が２分の

１から３分の１に引き下げられましたが、自治体間の教育格差を生じさせることなく、子供たちが全

国のどこに住んでいても一定水準の教育を受けられることは憲法上の要請であり、子供たちの豊かな

学びを保障するための財源を保障することが国の責務です。このためには、国庫負担率の２分の１へ

の復元など、義務教育費国庫負担制度の一層の拡充が必要です、といった内容になります。 

各委員においては、陳情受理番号３番の陳情と同様の理由ということで、表決の結果、「趣旨採択

とすべきもの」４名、「不採択とすべきもの」１名となりました。結果、本陳情は「趣旨採択とすべ

きもの」となりました。 

以上です。 

◇議長（新井賢次君） 民生文教常任委員長の審査報告を終了いたします。 

 これより、民生文教常任委員長の審査報告に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 以上で、民生文教常任委員長の審査報告に対する質疑を終了いたします。 

 民生文教常任委員長の審査報告は、趣旨採択とするものです。 

 これより、本陳情に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 これより、本陳情に対する表決を行います。 

 民生文教常任委員長の審査報告は、趣旨採択とするものです。 

 委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに決しました。 

                      ◇                   

〇日程第２ 議案第５７号 玉村町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を 
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定める条例の制定について 

◇議長（新井賢次君） 日程第２、議案第５７号 玉村町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

この議案につきましては、民生文教常任委員会に付託となっておりますので、民生文教常任委員長

の審査報告を求めます。 

 松本幸喜民生文教常任委員長。 

              〔民生文教常任委員長 松本幸喜君登壇〕 

◇民生文教常任委員長（松本幸喜君） 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定し

たので、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

事件の番号、議案第５７号、件名、玉村町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について。議決の結果、原案可決、議決の理由、内容は妥当なものと認める。 

審査報告です。この条例は、子ども・子育て支援法に基づく給付として新たに創設される事業で、

保育所等を利用していない６か月から満３歳未満の子供を対象とし、一月当たり一定時間までの利用

可能枠の中で、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に保育所等を利用できる新たな制度でございます。 

慎重審議し、表決の結果、原案可決となりました。 

以上でございます。 

◇議長（新井賢次君） 以上で民生文教常任委員長の審査報告を終了いたします。 

 これより、民生文教常任委員長の審査報告に対する質疑を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） 質疑なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 以上で、民生文教常任委員長の審査報告に対する質疑を終了いたします。 

 これより、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 これより、本案に対する表決を行います。 

 委員長の審査報告は、原案可決とするものです。委員長の報告のとおり、原案可決とすることにご

異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、委員長の報告のとおり原案可決とすることに決しました。 

                      ◇                   

〇日程第３ 開会中における所管事務調査報告 

◇議長（新井賢次君） 日程第３、開会中における所管事務調査報告を議題といたします。 

 各委員長から開会中における所管事務調査報告が玉村町議会会議規則第７７条の規定により議長に

提出されました。 

 報告書はお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第４ 閉会中における所管事務調査の申出 

◇議長（新井賢次君） 日程第４、閉会中における所管事務調査の申出を議題といたします。 

各委員長から、玉村町議会会議規則第７３条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のと

おり、閉会中における所管事務調査の申出がありました。 

 各委員長から申出のとおり、閉会中における所管事務調査に付することに、ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中における所管事務調査に付することに決定いたしま

した。 

                      ◇                   

〇字句等整理委任について 

◇議長（新井賢次君） お諮りいたします。 

玉村町議会会議規則第４５条の規定に基づき、本会議の議決の結果、その条項、字句、数字、その

他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（新井賢次君） ご異議なしと認めます。 

よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。 

                      ◇                   

〇町長挨拶 

◇議長（新井賢次君） 閉会に当たり、町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

町長。 

              〔町長 石川眞男君登壇〕 

◇町長（石川眞男君） 令和７年玉村町議会第４回定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上

げます。 
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本定例会は１２月１日に開会され、本日までの１０日間、議員の皆様方には全１９議案を慎重にご

審議いただき、条例制定を含む全ての議案につきまして、ご議決、ご承認を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

また、一般質問においては、１２名の皆様から町政各般にわたるご質問がございました。議案審議

や一般質問の中で、ご指摘、ご提言いただきましたことは、十分その意を酌み、今後の行政執行に役

立ててまいりたいと考えております。 

さて、今年は太平洋戦争の終戦から８０年の節目に当たり、本町でもこの節目を機に様々な事業を

行いました。この戦争のなかった戦後８０年の歴史を、戦後９０年、さらに戦後１００年へと継続さ

せることが今を生きる私たちの責務でありますので、改めて平和への誓いを新たにし、次世代への記

憶の継承に向けて力を尽くしてまいります。 

また、来年３月には、東日本大震災から１５年を迎えます。現在も多くの方が行方不明のままであ

り、ご家族や被災された方の心の傷はいかばかりかと、計り知れない思いに胸が痛みます。加えて、

福島第一原発事故による放射性物質の問題をはじめ、復興や被災者支援、環境対策など、多方面での

取組がいまだに求められています。町としましては、これらの大規模災害による被害を教訓として、

地域防災力の強化をはじめとする防災、減災対策に鋭意取り組んでまいりますので、議員の皆様には

引き続きこれら行政運営に対するご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、１２月に入り、寒さが一段と厳しくなり、これから本格的な冬の到来を迎えますが、議員

の皆様方には健康に十分留意され、すがすがしい新年を迎えられますことを心から祈念申し上げまし

て、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

                      ◇                   

〇議長挨拶 

◇議長（新井賢次君） 令和７年玉村町議会第４回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 本定例会は１２月１日に開会し、本日までの１０日間にわたり、条例の制定や一部改正、令和７年

度の一般会計並びに特別会計の補正予算等の議案が慎重審議されました。また、一般質問においては

１２人の議員が様々な観点から町政をただすなど、誠に意義のある議会となりました。改めて感謝申

し上げます。 

 執行当局には、議案審議や一般質問での議員からの意見や提言等を町民の声として十分に考慮して

いただき、今後の行政運営に反映されますよう強く求めるものであります。 

 結びに当たり、来たるべき令和８年が、玉村町にとりまして、さらなる発展する輝かしい年となる

ことを願いますとともに、議員各位並びに町長をはじめ執行各位におかれましては、これから年末に

向けて健康には十分留意され、健やかな新年を迎えられますことを心からご祈念申し上げまして、閉

会に当たっての挨拶といたします。 
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                      ◇                   

〇閉  会 

◇議長（新井賢次君） これをもちまして、令和７年玉村町議会第４回定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

   午後２時５０分閉会 


